
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⼤ 阪 府 ⽴ 国 際 会 議 場  料 飲 施 設 等 運 営 事 業 

 
業 務 委 託 者 募 集 要 項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２３年１０⽉１６⽇ 
 
 

株 式 会 社 ⼤ 阪 国 際 会 議 場 
 

  



1 
 

株式会社⼤阪国際会議場は、以下のとおり⼤阪府⽴国際会議場内に設置する飲⾷店舗及び料
飲サービスに係る管理・運営業務を委託する事業者を公募します。 
 

［１］ 施設管理の基本⽅針 
当社は、⼤阪府⽴国際会議場指定管理者として、「⼤阪府⽴国際会議場を世界のヒト・

モノ・情報が⾏き交う総合交流施設として運営し、⼤阪の発展と国際化に貢献する。」と
いう経営理念に基づき「アジア有数の都市型 MICE 施設」の実現に取組んでいます。 
 

［２］ 公募の⽬的 
⼤阪府⽴国際会議場は、2000 年春の開業から今⽇まで、産官学を問わず多様な⼈々の

国際交流の拠点とし、学術・芸術及び産業の振興に資する様々な集会及び催物の場を提
供しています。 

このような環境の下、「安全・安⼼」を第⼀に、施設利⽤者の快適性・利便性の更なる
向上を通じ「より快適な MICE 環境」を提供するため、飲⾷店舗及び料飲サービスに係
る管理運営業務の委託先を公募します。 

 
［３］ 事業者の選定 

「料飲施設等運営業務」は、国際会議をはじめ当施設をご利⽤の⽅々に快適な MICE
環境を提供するに不可⽋な業務であり、かつ、世界に存在する様々な⾷⽂化や特徴的
な⾷⽣活、お料理に対応するには⾼度な専⾨的な知識・技術⼒・企画⼒を必要とする
ため「企画提案（プロポーザル）⽅式」により委託事業者の公募を⾏い、応募のあっ
た事業者による提案内容を総合的に審査し、委託事業者を選定します。 

 
［４］ 施設の概要 

１． 名 称  ⼤阪府⽴国際会議場（グランキューブ⼤阪） 
２． 所 在 地  ⼤阪市北区中之島５丁⽬３番５１号 

 
 
 
 
 
 
 

３． 施 設 の 規 模  敷地⾯積  ９，９８０．６㎡ 
建築⾯積  ６，７５６．９㎡ 
延床⾯積 ６７，５４５．５㎡ 

４． 施 設 の 構 造  鉄⾻造(地下 鉄⾻鉄筋コンクリート造) 
地下 3 階・地上 13 階・⾼さ 104.2ｍ  
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５． 施設の配置図 
➀施設全体の配置図 
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➁各階の配置図 
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主な施設内容 
 

名  称 場所・⾯積等 概     要 

特 別 会 議 場 
12 階 
約 393 ㎡ 

最⼤天井⾼ 16.8ｍのドーム型天井に 8 ヶ国語同
時通訳設備や⼤型映像設備を完備。最⼤収容⼈数
は約 400 名 

各 会 議 室 
10 階他（25 室） 
のべ約 2,947 ㎡ 

10 ⼈から 1,000 ⼈規模の会議やレセプション、
展⽰会まだ⽬的や参加⼈数に合わせて対応可能。
全室フリーアクセスフロアで、6 ヶ国語同時通訳
設備や⼤型映像装置を備えて部屋もあり。 

メ イ ン ホ ー ル 
5〜9 階 
約 3,257 ㎡ 

国際会議から各種式典、さらにはコンサートま
で、様々な⽤途に対応する。８ヵ国語同時通訳設
備や最新の⼤型映像設備と⾳響設備を備えた
2,754 席の⼤空間 

イベントホール 
3・4 階 
約 2,600 ㎡ 

柱が⼀本もない広さ 2,600 ㎡、天井⾼ 9.4m の
⼤空間。各種展⽰会やレセプション、各種式典に
対応する。また、利⽤⽬的や規模に応じ分割も可
能で幅広い⽬的に対応 

プ ラ ザ 
1 階 
約 3,874 ㎡ 

天井⾼ 15.5ｍの吹き抜けが明るく開放感のある
空間。⼈々に安らぎとコミュニケートを提供。 

駐 ⾞ 場 地下１〜３階 
⾃⾛式と機械式を併せた 304 台収容可 
また、1 階に駐輪場があります。 

飲 ⾷ 関 連 施 設 
2 階、5 階、12 階に飲⾷店舗が、 
3 階、4 階、10 階にケイタリング⽤パントリーがあります。 

※上記以外に、 
-1）1 階にリーガロイヤルホテル⼤阪との連絡通路があります。 
-2）11 階には礼拝室が、4 階に授乳室、地階 1 階には医務室があります。 
-3）搬⼊出⽤設備として地階 1 階に荷捌場があり、荷物⽤エレベータは 4 基あります。 
 

６． 開 館 ⽇  
1 ⽉ 4 ⽇から 12 ⽉ 28 ⽇まで。 
 但し、催事等の都合により変更となる場合があります。 
 

７． 開館時間 
午前 8 時から午後１０時まで。 
 但し、催事等の都合により変更となり場合があります。 
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［５］ 利⽤実績 
１． 来館者数及び催事件数 

 2022 年度 2019 年度 2018 年度 
来館者数（千⼈） 

（うち海外から） 
679 

（    ４) 
980 

（    7） 
1,089 

（   11） 
催事件数    （件） 863 1,215 1,368 

(内訳) 国際会議 24 57 66 
国内会議 743 1,047 1,183 
展 ⽰ 会 32 49 57 
興  ⾏ 64 62 62 

※2020 年及び 2021 年度は新型コロナウィスル感染症拡⼤に伴うイベント等⾃粛要請
による休館や⼤規模ワクチン接種会場の設置など、通常的でない環境に有ったことを
踏まえ来館者数及び催事件数を記載しておりません。 

 
２． 料飲サービス販売実績 

(単位︓千円) 
 2022 年度 2019 年度 2018 年度 
1 2 階 レ ス ト ラ ン 19,720 58,413 71,926 
５ 階 ⾷ 堂 29,434 41,763 48,125 
２ 階 カ フ ェ 50,379 60,272 64,999 
ケ イ タ リ ン グ 150,497 326,931 472,008 
⾃ 動 販 売 機 26,593 58,966 28,805 
※上記のケイタリング実績値には弁当販売を含んでいます。 

なお、弁当販売額は 2022 年度 122,531 千円、2019 年度 205,866 千円、2018 年度
288,315 千円です・ 

〔 参 考 〕 
受 付 
開 始 ⽇ 

利   ⽤   ⽬   的 

随 時 
国際会議(注₋1)若しくは全館を⼀括で「午前・午後」以上の時間帯で
利⽤する会議 

利 ⽤ ⽇ の
2 年 前 

メインホール（1〜2 階席⼀括利⽤）、イベントホール(全体 2600 ㎥
⼀体利⽤)もしくは 10 階全会議を⼀括で「午前・午後」以上の時間帯
で利⽤する会議・催物(注-2) 

利 ⽤ ⽇ の
１ 年 前 

上記以外の利⽤ 

（注-1）「国際会議」とは、⽇本政府観光局（JNTO）の定義に基づきます。 
（注-2）⼀括利⽤とは、全ての会場を分割することなく利⽤することを意味します。 
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［６］ 委託業務の範囲及び内容 

１． 業務運営に係る基本⽅針 
「快適なＭＩＣＥ環境」を維持するため、「料飲サービス」業務運営に係る基本⽅針
は次の通りとします。 

➀世界に存在するさまざまな⾷⽂化や特徴的な⾷⽣活・お料理に対応すると共に、
コストパフォーマンスに優れたメニュー構成等でお客様のご期待に応えてい
ただきます。 

➁お客様の⽬線に⽴ち、親切・丁寧・迅速なサービスを提供していただきます。 
➂お客様の要望に柔軟に応じることができる運営体制を整えていただきます。 
④お客様がくつろぎ易く、かつ、気軽にご利⽤いただける環境を整えていただき

ます。 
➄清潔で衛⽣管理の⾏き届いた店舗・サービスの提供に努めていただきます。 
➅SDGｓをはじめサスティナビリティの観点をもって、業務推進を⾏っていただ

きます。 
 

２． 委託する施設及びサービス内容 
公募する「料飲サービス」は次の各業務です。 

➀〔店舗営業業務〕 
⒜12 階レストラン店舗運営 
⒝5 階⾷堂店舗運営 
⒞2 階カフェ店舗運営 

➁〔店舗外営業業務〕 
⒟ケイタリングサービスの運営 

※ケイタリングサービス運営にはレセプションや懇親会場等での料理・飲  
料の提供に加え、会議・商談会場等へのお弁当や珈琲等の供給に資する
事前打合せ及び会場の設営ならびに終了後の後⽚付け等を含む⼀切の
業務を含みます。 

⒠⾃動販売機サービスの運営 
 

３． 委託（応募）形態 
委託（応募）形態は次の通りといたします。 

➀〔店舗営業業務〕及び〔店舗外営業業務〕については、それぞれ単独の業務⼜
は複数の業務もしくは全業務に応募することが可能です。 

➁〔店舗営業業務〕及び〔店舗外営業業務〕は受託者本⼈が直接業務執⾏を⾏っ
ていただきます。第三者等への再委託はできません。 
但し、⒟ケイタリングサービス（お弁当を含む）においては、他社が製造・
販売するお料理やお弁当などを取り扱うことも可能とします。その場合は、
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事前に委託者と協議し承認を得ていただきます。 
➂〔店舗営業業務〕の受託者は、受託した店舗内において物販を⾏うことができ

ます。その場合は、事前に委託者との間で販売商品・価格等に関する協議・承
認を得ることとします。 

 
４． 委託業務のイメージ 

委託者が各店舗の運営やケイタリングサービス等の提供に際し期待する業務イメ
ージは次の次の通りです。 
但し、以下のイメージはあくまでも事例であり実⾏の確約を求めるものではありま
せん。よって、そのイメージを基に、応募者の知識・経験、技術⼒、企画⼒等を活
⽤し、前記［２］公募の⽬的の実現に向けた提案（プロポーザル）を⾏って下さい。 
 
➀〔店舗営業業務〕 

⒜12 階レストラン店舗運営 
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⒝5 階⾷堂店舗運営 

 
⒞2 階カフェ店舗運営 
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➁〔店舗外営業業務〕 
⒟ケイタリングサービスの運営 

ケイタリングサービスには次の業務が含まれます。 
・ケイタリング・・・・特別会議場を含む各会議室・イベントホール・プラ

ザ・ホワイエ等の当施設内で飲⾷可能な場所で開催
される各種パーティーやイベント等において、料理
等を配達するだけでなく会場の設営・撤去、各テー
ブル等への配膳からパーティー及びイベント開催
中の各種サービス、終了後の後⽚付けやごみ処理な
ど、⼀連の業務を意味します。 
併せて、ケイタリングサービスに供する各パントリ
ーの衛⽣管理も含みます。 

 

 
・弁 当 供 給・・・・会議や展⽰会等の主催者等に向けた販売活動から発

注者からの指⽰に基づく発注、指定場所への配送及
び後⽚付けならびに代⾦回収までの⼀連の業務に
加え、⾷品衛⽣法等の関連法規に基づく衛⽣管理業
務を意味します。なお、取扱商品（メニュー）及び
価格決定等は委託者と協議の上、決定します。また、
主催者等への販売・宣伝活動も委託者と連携の下、
実施していただきます。 
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・ドリンクサービス・会議や展⽰会等の会場に珈琲等のソフト・ドリンク（クッ

キー、フルーツ等を含む）等を予め発注者からの指⽰に基づき指定された場所
に設置する。ケイタリングと異なり、会場の設営・撤去、利⽤期間中の各種サ
ービス等は⾏いません。 

 
⒠⾃動販売機サービスの運営 
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［７］ 応募要件・資格 
１． 遵守すべき法令等 

当施設は⼤阪府の公の施設であることを踏まえ次の法令・条例を遵守していただき
ます。 

〇地⽅⾃治法 
〇⼤阪府⽴国際会議場条令及び同施⾏規則 
〇⾏政⼿続法、⼤阪府⾏政⼿続条例、個⼈情報保護法、⼤阪府個⼈情報保護条例、 
 ⼤阪府公開情報条令 
〇施設維持、設備保守点検に関する法規等 

・建築基準法、⽔道法、建築物における衛⽣環境の確保に関する法律、消防法、 
 電気事業法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等 

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 
〇諸費品衛⽣法、保健衛⽣関係法令 
〇エネルギーの使⽤の合理化に関する法律ほか環境関連法規 
〇⼤阪府暴⼒団排除条例、暴⼒団排除に関する関連法規など 
〇⼤阪府地域防災計画ほか防災関連法規 
〇その他関連法規等 
 

２． 応募資格 
次の要件のすべてを満たす事業者は応募することができます。 

➀⽇本国内に存在する法⼈であること 
➁２０２３年９⽉３０⽇現在、⼤阪府下に本社⼜は⽀店等を有し、委託事業と同

⼀内容及び同等規模以上の営業実績を３年以上有し、現に当該事業を継続して
いること。 
但し、継承を受けている場合は、継承前の事業期間を含むものとする。 

➂委託者が指定する⽇から業務を開始できること。 
④国税及び地⽅税等を滞納していないこと。 
➄次の各項⽬のいずれにも該当しないこと。 
⒜会社更⽣法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更⽣⼿続開始の申⽴て

⼜は申⽴てをされていないこと。但し、、同法第 41 条第 1 項の再⽣⼿続開始
の決定を受けた者を除く。 

⒝⺠事再⽣法（平成 11 年法律第 225 号）の規程による再⽣⼿続開始の申⽴て
⼜は申⽴てをされていないこと。但し、同法第 33 条第 1 項の再⽣開始⼿続の
決定を受けた者を除く 

⒞⾦融機関における取引停⽌処分を受けていない者。但し、取引停⽌処分を受け
た⽇から応募書類提出まで２年以上経過した者を除く。 

⒟暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第
2 条 2 号から第 4 号⼜は第 6 号の規定に該当しない者。 



12 
 

⒠法律等の規定により当該事業を遂⾏するについて許認可等を要する場合は、
該当する許認可等を受けている者。⼜は、業務開始までに確実に受ける⾒込み
がある者。 

 
３． ⽋格事項 

次のいずれかに該当した場合は、応募資格を有しないものとします。 
➀選定委員会による選定が終了するまでの間に選定委員に対し直接・間接を問わ

ず不当な接触を⾏う。⼜は⾏おうとした者。 
➁応募前に他の応募者と提案内容⼜はその意思について協議した者 
➂選定委員会による選定が終了するまでの間に、他の応募者に対し提案内容等を

意図的に開⽰した者 
④提出書類等に虚偽の記載⼜は記載等の不備がある者。 
➄その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正⾏為を⾏った者。 
 

［８］ 委託契約に関する基本事項 
１． 契約期間 

委託契約期間は 2024 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2029 年 3 ⽉ 31 ⽇までの 5 年間とします。 
委託契約期間には、営業開始前準備期間を含まず営業終了後の撤収等に要する期間
を含みます。 

※原則、2024 年 4 ⽉ 1 ⽇より業務を開始していただきます。なお、これに先⽴つ
改装⼯事及びスタッフ等のトレーニングは、営業開始前準備期間に含め、2024
年 3 ⽉中旬から同年 3 ⽉ 31 ⽇までの間に実施していただきます。 

 
２． 主な委託契約条件 

委託契約を締結するにあたり主な条件は次のとおりです。 
➀施設運営上の条件 

⒜設備・機器等の管理 
厨房設備・機器等の特性を⼗分に把握し、それら機能及び衛⽣状態を正常に
維持すると共に、施設利⽤者が安全・安⼼・快適に利⽤できるよう適正な維
持・保全を⾏って頂きます。 

⒝設備・機器等の改修 
店舗等の運営にあたり、原則、既存の厨房設備・機器及び内装等を活⽤して
いただきます。但し、受託者が⾃らの発意により厨房機器及び内装等を改修
しようとする場合は、事前㋑委託者と仕様及び設計ならびに施⼯等に係る
協議を⾏い、承認を受け、改修⼯事後に委託者の確認審査に合格しなければ
業務の⽤に供することはできないものとします。 
なお、改修・改装は全て受託者の責任及び負担といたします。 
 



13 
 

⒞原状回復 
受託者は委託契約期間の満了⼜は何らかの理由による契約が解除された時
は、委託者が指定する期⽇までに原状回復を⾏っていただきます。 

⒟損害賠償 
受託者は厨房設備、厨房機器等の使⽤に伴い委託者⼜は第三者に損害を与
えたときは、全て⾃⼰で賠償責任を負っていただきます。 

➁運営の条件 
⒜営業時間 

次の時間帯を必須とし、これ以外の営業時間帯の設定は任意といたしますの
で、応募者は提案書にて具体提案を願います。 

業   務 営業時間帯 時間外営業 
1 2 階 レ ス ト ラ ン 11:00〜14:30 予約等がある場合

は営業していただ
きます 

５ 階 ⾷ 堂 11:00〜15:00 
２ 階 カ フ ェ 8:30〜20:00 
ケイタリングサービス 開館時間内で概ね 2〜3 時間 ̶ 
⾃ 動 販 売 機 開館時間に準ずる ̶ 

 
⒝運営体制 

・再委託について 
受託者は、受託業務の全部⼜は主要な業務を第三者に委託⼜は請負わ
せることはできません。 
但し、業務遂⾏のため、やむを得ず業務の⼀部を第三者に委託⼜は請
負わせる必要が⽣じた場合は、事前に委託者と協議し承諾を得るもの
とします。 
なお、業務の⼀部を第三者に委託⼜は請負わせる場合は、受託者は第
三者に対し、前記［７］応募要件・資格及び前［８］委託契約に係る
基本事項の遵守を徹底していただきます。 

・⼈権研修等の実施 
受託者は、業務に遂⾏する者が⼈権等について正しい認識を有し業務
を遂⾏できるよう⼈権研修等を実施していただきます。 

・教育・訓練の実施 
受託者は、業務に従事する者が業務遂⾏に必要な知識・技量等を習得・
維持するため教育・訓練を実施していただきます。 

・危機管理体制の確⽴ 
災害等の危機事象発⽣時に迅速かつ的確に対処し、利⽤者の安全確保
に万全を期するため、施設の⽴地・構造等を⼗分踏まえた防⽕防災・
安全対策のほか、危機管理マニュアルの策定や研修・訓練の実施等、
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必要な措置を講じていただきます。 
・調査・報告等への協⼒ 

⼤阪府⽴国際会議場は公の施設であることから当施設の設置者であ
る⼤阪府より、当該事業に関して事業計画や進捗状況等の確認や調
査・紹介を受けた場合は速やかに応じるなど協⼒していただきます。 

➂事業計画書等の提出 
受託者は毎年 12 ⽉末までに、次年度の事業計画書（営業計画、設備・機器
等の維持補修・改修計画等）及び収⽀計画書等を作成し、委託者に提出して
いただきます。提出した計画書等の内容を修正・変更する場合は、事前に委
託者と協議していただきます。 
なお、2024 年度は応募時に提出いただいた計画書をもって提出をされたも
のといたします。 

④事業計画の進捗状況確認等 
委託者は、受託者との間で、施設のより快適な管理運営に資するため、６ヶ
⽉毎に「連絡会議」を開始し事業の進捗状況等について情報共有をさせてい
ただきます。 

➄事業報告書の提出 
受託者は、毎年 5 ⽉末までに、次に掲げる事項を含む前年度事業報告書を
委託者に提出していただきます・ 
⒜事業の概要（営業の状況、設備機器等の補修・修繕状況等） 
⒝収⽀状況（売上額、営業利益（償却前） 
⒞その他委託者が必要と認めるもの 

 
３． 経費の負担 

業務遂⾏に伴う諸経費の負担は次の通りとします。 
➀委託者が負担する経費 

⒜設備投資 
委託者が設置⼜は所有権を有する建物・附属設備ならびに器具備品で経
年劣化等による取替等に要する経費。 

⒝保守点検費 
委託者が設置⼜は所有権を有する建物・附属設備ならびに器具備品に係
る法定点検もしくは維持管理に必要な経費 
但し、委託者が受託者に貸与する厨房設備ならびに厨房機器備品の⽇常
点検等に係る費⽤を除く。 

⒞修繕費 
委託者が設置⼜は所有権を有する建物・附属設備ならびに器具備品に係
る修繕費⽤。 
但し、委託者が受託者に貸与する厨房設備ならびに厨房器具備品のうち、



15 
 

受託者の責による毀損⼜は破損等を除く。 
➁受託者が負担する経費 

⒜⼈件費 
⒝⾷材費 
⒞共益費(1 ㎥あたり⽉額 742 円×専有⾯積＋消費税等) 
⒟⽔道光熱費 
受託者が占有する店舗、事務所等に予め設置している取引メーターの指標
値により計測した使⽤量もしくは予め合理的に算定した使⽤量に以下の
契約単価を乗じた額に消費税等を加算した額。 
なお、各契約単価は今後のエネルギー環境の変化等により変動することが
あります。 
・電気使⽤料（1kw/h あたり 33.00 円×使⽤量） 
・⽔道使⽤料（1 ㎥あたり 88.00 円×使⽤量） 
・温⽔使⽤料（1 ㎥あたり 1,326.38 円×使⽤量） 
・蒸気使⽤料（1 ㎥あたり 7.49 円×使⽤量） 
・ガス使⽤料（1 ㎥あたり 165.00 円×使⽤量） 

⒠通信費 
・電話料（電話回線使⽤料(通話料)） 
・切⼿代 
・宅配送料等 

⒡保守点検費 
委託者が受託者に貸与する厨房設備及び厨房器具備品の⽇常点検に要す
る費⽤ならびに受託者が設置⼜は所有権を有する厨房設備及び厨房器具
備品の保守点検に係る経費。 

⒢修繕費 
委託者が受託者に貸与する厨房設備及び厨房器具備品のうち、受託者の責
により毀損⼜は破損等をさせたものに係る費⽤ならびに受託者が設置⼜
は所有権を有する厨房設備及び器具備品の修繕に係る費⽤ 

⒣設備費 
店舗内装飾及び接客⽤家具・装飾品及び⾷券販売機・電⼦決済装置等、店
舗運営に必要な什器等の購⼊に資する経費 

⒤衛⽣管理費 
受託者が占有する店舗、事務所等の清掃及び消毒ならび廃棄物処理など衛
⽣管理に資する経費 

⒥その他 
 店舗運営費⽤を含む受託業務遂⾏に必要な経費全般。 

➂経費の⽀払 
受託者が負担する経費のうち、共益費、⽔道光熱費、電話料等について委託者
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は毎⽉受託者宛に請求させていただきます。 
受託者は委託者からの請求に基づき翌⽉末までに委託者が指定する⾦融機関
⼝座に振込んでいただきます。なお、振込に係る費⽤は受託者負担とさせてい
ただきます。 
 

４． 売上管理⼿数料等 
➀売上管理⼿数料 

受託者は、毎⽉売上額に次の売上⼿数料率を乗じた⾦額（円未満の端数は切捨
て）を委託者に売上管理⼿数料としてお⽀払いをいただきます。 
売上額は、毎⽉１⽇から同⽉末⽇までの分を取り纏め、翌⽉の５営業⽇までに
別に定める様式により委託者に報告していただきます。 
委託者は報告に基づき売上管理⼿数料を算定し、毎⽉請求させていただきます。 
受託者は委託者からの請求に基づき翌⽉末⽇までに委託者が指定する⾦融機
関⼝座にお振込みいただきます。なお、振込に係る費⽤は受託者負担とさせて
いただきます。 

➁売上管理⼿数料率 
売上管理⼿数料率は、応募者が提案時に提案した率とし、応募者が受託者に選
定された後は、その率を変更することはできません。 
応募者は、売上管理⼿数料の提案に際し、次の表に記載する率を下回った場合
は、その提案を無効とさせていただきますのでご注意ください。 
 

応募する業務 売上⼿数料率 
1 2 階 レ ス ト ラ ン 運 営 20.0％ 
5 階 ⾷ 堂 運 営 8.0％ 
2 階 カ フ ェ 運 営 13.0％ 
ケ イ タ リ ン グ サ ー ビ ス 17.0％ 
 うち、弁 当 供 給 10.0％ 
 うち、ドリンクサービス 13.0％ 

⾃ 動 販 売 機 33.0％ 
※ケイタリングサービスにおいて、9 ページに記載の通り弁当供給やド

リンクサービス業務があります。その場合、売上⼿数料率が異なる場
合は個々に提⽰して下さい。個々の記載の無い場合は、ケイタリング
サービスと同率とさせていただきます。 

 
５． 選定⽅法 

［選定委員会］を設置し、提出書類を後記の「選考基準」に基づき運営⽅針、事業計
画、商品構成（メニュー、サービス内容等）、売上⼿数料率等を総合的に評価し最も
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委託するに相応しいと認める応募者を受託者に選定します。 
但し、次のいずれかに該当する場合は選定対象外とします。 

➀提出書類に著しい不備があった場合。 
➁提出書類に虚偽の記載があった場合。 
➂関係法令等に違反もしくは当該募集要項から著しく逸脱した提案である場合。 
④書類提出後に事業計画の⼤幅な変更⼜は経営状況に著しい変化が⽣じたことが

明らかになった場合。 
 

６． 提案内容等の修正 
当該公募者、応募者の企画⼒、実⾏⼒等を判断するために実施するもので、提案内
容により、委託業務内容・商品構成、管理体制、売上⼿数料率など契約締結時に双
⽅協議の上、修正・変更を加える場合があります。 
 

７． 業務の着⼿ 
受託者は委託契約締結後、速やかに業務に着⼿していただきます。 
着⼿とは業務実施に向け委託者と打合せを開始することをいいます。 
 

８． 契約の解除等 
➀契約解除 
(a) 催告解除 

委託者⼜は受託者は、相⼿⽅が本契約に違反したときは、書⾯により当該違
反状態を是正するよう勧告するものとし、当該勧告後相当の期間が経過し
てもなお是正されない場合には、本契約の全部⼜は⼀部を開場することが
できるものとします。 

(b) 無催告解除 
委託者⼜は受託者は、⺠法第 542 条第 1 項各号⼜は第 2 項各号のほか、相
⼿⽅が以下の各号の⼀つに該当する場合は、何らの催告なしに直ちに本契
約の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。 
・監督官庁による営業許可取り消し、停⽌その他⾏政処分があったとき。 
・⽀払能⼒もしくは⽀払停⽌⼜は⼩切⼿が不渡りとなったとき。 
・破産⼿続開始、再⽣⼿続開始、更⽣⼿続開始⼜は特別清算開始の申⽴てが

あったとき。 
・仮差押え、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあったとき。 
・公租公課の滞納処分を受けたとき。 
・⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。 
・財産状態が悪化⼜は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があ

るとき。 
・解散、会社分割、事業譲渡⼜は合併の決議をしたとき。 
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・本契約に定める条項につき重⼤な違反があったとき。 
・その他本契約を継続しがたい重⼤な事由が⽣じたとき。 

➁中途解約 
委託者⼜は受託者は、6 ヶ⽉前までに相⼿⽅に書⾯をもって通知することによ
り、本契約を解除することができるものとします。 
 

９． その他留意事項 
➀応募に要する費⽤は応募者の負担とします。 
➁採⽤された応募書類は、⼤阪府に対し情報公開請求がなされた場合「⼤阪府情報

公開条例」に基づき、⾮公開となる情報（個⼈情報、法⼈の正当な利益を害する情
報等）を除き公開することがあります。 

 
 

［９］ 公募スケジュール 
１． 募集要項等配布期間 

➀配布期間  2023 年 10 ⽉ 16 ⽇(⽉)〜2023 年 11 ⽉ 17 ⽇(⾦) 
➁配布⽅法  当社ホームページ＞会社概要＞業務委託情報 
➂配布資料  ・「⼤阪府⽴国際会議場 料飲サービス業務委託先募集要項」 

・「応募書類⼀式」 
応募申込書、事業計画書(提案書)、収⽀計画書、宣誓書、 
関係法令等を遵守する旨の確認書、現地説明会参加申込書、
質疑書 

 
２． 現地説明会 

次のとおり現地説明会を開催します。 
➀開催⽇時  2023 年 11 ⽉ 8 ⽇（⽔）、9 ⽇(⽊) 両⽇とも午後 2 時より 
➁開催場所  株式会社⼤阪国際会議場 9 階会議室 2 
➂現地視察  午後 2 時から現地説明会を、3 時から説明会を開催します。 
④申込⽅法  「現地説明会参加申込書」に必要事項を記⼊のうえ、 
       以下の宛先まで電⼦メールで申込ください。 

なお、電話、ファックス等での申込はできません。 
申込先 setsumeikai@gco.co.jp 

 
３． 質疑受付 

➀受付期間  2023 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽔）〜2023 年 11 ⽉ 10 ⽇（⾦） 
➁質疑⽅法  質疑書に質疑内容を簡潔に記⼊し電⼦メールで提出ください。 

問合せ先 shitsugi＠gco.co.jp 
郵送、持参及び電話等による質疑にはお応えいたしません。 
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質疑内容及び回答は応募者を含む第三者が閲覧可能となります。 
 

４． 質疑への回答 
➀回 答 ⽇  2023 年 11 ⽉ 15 ⽇（⽔）予定 
➁回答⽅法  当社ホームページに掲出します。 
        会社概要＞業務委託情報＞料飲サービス公募︓質疑応答 
➂留意事項  ・質疑に対しる回答は、当該募集要項の追加⼜は変更、修正といた

しますのでご注意ください。 
但し、個⼈情報や企業データの保護等により⼗分な回答ができな
い場合があります。また、個別の電話、電⼦メール等によるご質
問にはお応えいたしません。 

・質疑内容及び回答は応募者を含む第三者が閲覧可能となります。 
 

５． 応募受付 
➀受 付 ⽇  2023 年 11 ⽉ 21 ⽇（⽕）・22 ⽇(⽔) 
➁応募窓⼝  〒530-0005 
        ⼤阪市北区中之島 5 丁⽬ 3 番 51 号 

株式会社 ⼤阪国際会議場 
 料飲サービス業務委託先公募係 

➂応募⽅法  所定⽤紙に所要項⽬を記載し、必要の書類等を添え、上記窓⼝まで
持参⼜は郵送して下さい。 
電⼦メール、宅配便等による提出はできません。 

④留意事項  ・持参の場合は、⽇時等の事前連絡をお願いします。 
なお、持参いただく時間は、午前 10 時から正午⼜は午後 2 時か

ら午後 4 時の間とさせていただきます。 
・郵送の場合は 2023 年 11 ⽉ 21 ⽇もしくは翌 22 ⽇の消印のあ

るものを有効とします。 
・提出書類の返却はいたしません。また、提出後の書類の追加・修

正等はできません。但し、当社が必要と認める場合は、追加書類
の提出を求めることがあります。なお、提出書類に虚偽の記載等
があった場合は応募を無効とします。 

 
６． プレゼンテーション 

委託者は提案内容等について、詳しい説明等が必要と判断したときは、プレゼンテ
ーションの機会を設けることがあります。 
実施する場合は、2023 年 11 ⽉ 28 ⽇(⽕)⼜は 29 ⽇(⽔)の午前 10 時より弊社会
議室を予定しています。但し、ご提案内容等によりプレゼンテーションを実施しな
い場合もあります。その場合は、各応募者に電話⼜は電⼦メールでその旨をお知ら
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せいたします。 
 

７． 選定・通知 
社内に「評価委員会」を設置し、後記の「選考基準」に従い提出書類に基づき総合
的に審査・評価の結果、最も相応しいと判断する応募者を委託者に選定します。 
選定の結果は応募者全員に書⾯で通知すると共に弊社ホームページに掲出いたし
ます。 
選定は 2023 年 12 ⽉ 6 ⽇（⽔）頃を予定しています。 
なお、選定結果に対する異議申し⽴てはお受けできないことをご承知願います。 

 
 
［10］応募・提出書類 

１．応募書類 
応募には次の書類及びこれに付随する添付書類を提出したいただきます。 
➀応募申込書 
➁事業計画書（提案書） 
➂収⽀計画書 
④宣誓書 
➄関法令等を遵守す旨の確認書 
 

２．添付書類等 
➀定款 
➁登記簿謄本（発⾏⽇から１ヵ⽉以内のもの） 
➂飲⾷店の営業許可書(現在、営業を⾏っている店舗の許可書コピー) 
④事業概要書（企業理念、事業経歴、事業内容、所在地、従業員数等が解るもの 

会社概要・パンフレット等で代⽤可能） 
➄決算書（直近５事業年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 
 

３．提出部数 
正本 1 部＋控え 6 部 計 7 部 控えは審査に使⽤しますのでコピー可とします。 

 
４． その他 

➀理由の如何に関わらず提出書類は返還いたしません。また、提出後の書類の追加、
修正、変更はできません。 
但し、当社が審査・選考に必要と判断し、追加を認めた場合を除きます。 

➁提出いただいた応募書類等は、当該公募に係る審査・選定の⽤以外の⽬的に応募者
に無断で使⽤いたしません。 

➂2023 年 12 ⽉から 2024 年 3 ⽉末⽇までの 4 ヶ⽉間、⼤阪府による⼤規模修繕⼯
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事が実施されます。これに伴い店舗改装等に伴う資材及び器具備品等の搬出⼊に⽀
障が⽣じるおそれがあります。よって、これら⼯事期間等の設定に際し、当社担当
者と事前協議を願います。 

 
 

［11］選考基準 
選考は次の基準に基づき⾏います。 
 


